
　　　深谷市入札参加停止措置業者一覧表

№ 会社名 所在地 入札参加停止理由 内容

1
株式会社カンエイメンテナ
ンス

埼玉県深谷市上敷免３４９－８ 公衆損害事故 令和8年5月14日 ～ 令和8年7月13日 2 ヶ月

　当該業者は、深谷市水道事業　「浄配水場運転管理等業務委託」
において、令和７年１０月２８日（火）午後３時５５分頃に電源の復旧作
業中の誤操作により発生した広範囲な断水の影響により、市職員等
が緊急的な対応を余儀なくされ、業務に支障をきたすなど多大な損害
を与えたものである。
　このことは、深谷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表
第１第５号（公衆損害事故）に該当するため、２か月の入札参加停止
措置とする。

2 ｎｏｂ一級建築士事務所 埼玉県深谷市樫合５９５－３ 粗雑工事 令和8年5月14日 ～ 令和8年9月13日 4 ヶ月

　当該事業者は、市発注の「中学校体育館エアコン整備工事監理業
務委託」において、完成検査の結果、監理対象の工事１０件のうち５
件で指摘を受けると共に、そのうち３件が６５点未満の低評点となっ
た。これらは施工者のみならず、共通の指摘が多いことから監理業務
が粗雑であったものである。
　また、「小学校体育館エアコン整備工事設計業務委託」において、
納品された設計書を基に工事を発注したところ、工事業者からの指摘
で設計違算が判明し、入札を取り止めることになった。違算の内容は
転記ミスという初歩的なものであり粗雑であったものである。
　これらのことは、深谷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
別表第１第２号（粗雑工事）に該当するため、４月（２月＋２月）の入札
参加停止措置とする。

3 富士通Ｊａｐａｎ株式会社
神奈川県川崎市幸区大宮町１番
地５

不正又は不誠実行為 令和8年6月2日 ～ 令和8年7月1日 1 ヶ月

　当該事業者の社員が、令和７年２月４日から同年３月２５日、富士
通Ｊａｐａｎの事務所などで富士通の営業秘密を不正に持ち出したこと
により、令和８年５月１２日に不正競争防止法違反の疑いで、埼玉県
警に逮捕されたため。
　このことは、深谷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表
第２第７号（不正又は不誠実行為）に該当するため、１か月の入札参
加停止措置とする。

※入札参加停止措置については、本店及び支店・営業所等が入札参加資格者名簿に登載されている者を対象とする。

入札参加停止期間


